
移動火葬に関してのポイント

①火葬車の設置場所として自己所有、管理地が確保できること

②当該の場所に「普通車１．５台分の奥行き　かつ　フラット」な駐車スペースを準備できること

③当該の場所に、カーポート、電柱などが存在しないこと

④ご自宅から、
　　電線を引いてこれること
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管理地外、公道など


